
(注　　記）

１．重要な会計方針

　(１)引当金の計上基準

　　　　徴収不能引当金

　　　　退職給与引当金

　(２)その他の重要な会計方針

　　　　有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　預り金その他の経過項目に係る収支の表示方法

預り金、仮払金、立替金に係る収入と支出は、相殺して表示している。

　 教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は、総額で表示している。

２．重要な会計方針の変更等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　該当なし

３．減価償却額の累計額の合計額　 4,679,340,939円

４．徴収不能引当金の合計額　　 　　7,820,350円

５．担保に供されている資産の種類及び額　  該当なし

６．翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額　  　50,000,000円

７．その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

　(１)有価証券の時価情報 （単位　円）

貸借対照表上計上額 時　　　価 差　　　額

2,068,518,000 2,089,039,000 20,521,000

(2,068,518,000) (2,089,039,000) (20,521,000)

2,249,900,000 2,045,882,000 △ 204,018,000

(2,249,900,000) (2,045,882,000) (△ 204,018,000)

4,318,418,000 4,134,921,000 △ 183,497,000

(4,318,418,000) (4,134,921,000) (△ 183,497,000)

　(２)所有権移転外ファイナンス・リース取引

（単位　円）

リース料総額 未経過リース料期末残高

教育研究用機器備品 13,387,500 9,772,434

その他の機器備品 3,227,787 2,128,384

756,000 504,000

（単位　円）

リース料総額 未経過リース料期末残高

教育研究用機器備品 55,349,490 17,896,208

その他の機器備品 2,996,070 1,021,169

②平成21年3月31日以前に開始したﾘｰｽ取引

（うち満期保有目的の債券）

管理用ソフトウェア

当年度（平成２３年３月３１日）
種類

移動平均法に基づく原価法である。

時価が貸借対照表計上額を
超えないもの

①平成21年4月1日以降に開始したﾘｰｽ取引

（うち満期保有目的の債券）

高等学校以下の学校については、期末要支給額 557,755,526円は、私学退職金財団よりの交付金と同
額であるため、退職給与引当金は計上していない。

リース資産の種類

未収入金及び貸付奨学金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上してい
る。

リース資産の種類

合　　　　計

（うち満期保有目的の債券）

通常の賃貸借取引の係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおり
である。

時価が貸借対照表計上額を
超えるもの

大学については、期末要支給額167,908,186円の100％を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金
の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。


	貸借対照表注記

